
JA取次

　･ＪＡ適用金利引下げ適用期間：平成22年3月末までにお申込されるお客様

　･「協住フラット20」はお借入期間が20年以下の場合に、お借入期間21年以上の場合よりも低い融資金利が適用される

　　「協住フラット35」のご利用プランの一つです。融資金利、借入期間以外の融資条件は「協住フラット35」と同様です。

　･協住フラットの貸付手数料を含めた実質年率は2.633％～2.858％です。実質年率は借入金額3,000万円、借入期間35年（協住フラット20の場合は20年）、

　　元利均等毎月返済、繰上返済なしとして計算しています。

★ご融資金利はお申込時点ではなく、お借入時点の金利が適用となります。
★住宅金融支援機構の買取条件への適合の他、協同住宅ﾛｰﾝで行う審査の結果、ﾛｰﾝご利用のご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

 　登録番号 関東財務局長（２）第01395号

   ＜協住フラット35の2月ご融資金利 ／ 金利は毎月改定します＞

B タイプ(手数料定額型)

協住フラット３５（機構買取型）

今月の金利情報

2010年 2 月

ＪＡバンクグループが提供する

　　　長期固定金利住宅ローン

Ａ タイプ(手数料定率型)
貸付手数料／５２,５００円（税込）

貸付手数料／ご融資金額の2.1％(税込)店頭標準金利 年３.０５％より

全期間 ▲0.20％ 店頭標準金利2.85%より全期間▲0.20%

最長35年･全期間固定 最長35年･全期間固定

2.85％ 2.65％
協住フラット20店頭金利 年２.６４％
よ り 全 期 間 ▲ 0.20 ％ 2.44%

本商品は、ＪＡが窓口となり協同住宅ローン株式会社が貸付を行う、住宅金融支援機構の証券化事業を活用した住宅ローンです。ご融資実行
と同時に機構へ住宅ローンが譲渡され、機構は譲り受けた債権を信託いたしますが、ご返済等のお手続きについては、機構から委託を受けた
協同住宅ローン株式会社がお取扱いの窓口となります。なお、ご融資したローン金利や返済期間などの融資条件が変わることはありません。

保証料不要 ・ 団信料別 保証料不要 ・ 団信料別

協 住 フ ラ ッ ト 20 店 頭 金 利 年 ２ . ８ ４ ％
よ り 全 期 間 ▲ 0.20 ％ 2.64％

固定金利で安心が続く！

お問合せはこちらのＪＡ窓口まで

■ご利用いただける方／次のすべての条件を満たす方：①お申込日現在の年齢が70歳未満かつ完済時の年齢が80歳未満で安定した収入のあ
る方。②日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方。③年収に占める住宅ローン及びその他すべてのお借入金にかかる年間
返済額の割合が次の基準以下の方。＜年収400万円未満の方は30％以下、400万円以上の方は35％以下＞■お使いみち／お申込ご本人また
はご親族がお住まいになるための住宅建築資金、住宅購入資金。※お借換えにはご利用いただけません。■住宅の要件／検査機関による適
合証明書の交付を受けることのできる住宅。住宅の建築費・購入費は1億円以下。■ご融資金額／100万円以上8,000万円以下（1万円単位）

で、建築費（購入価格）の100%以内。■ご融資期間／15年以上35年以下（60歳以上の方の場合は10年以上）■団体信用生命保険／原則
「機構団信」にご加入いただきます。三大疾病保障付もご選択できます。※団信に加入されない場合は窓口までご相談ください。■その他
詳細は窓口までお問い合わせください。

◎ 将来にわたって返済計画を立てやすい全期間固定金利商品！

◎ 土地を含め購入価格の100％までのご融資が可能！（最高8,000万円まで）

◎ 保証料が不要！ 任意繰上償還の手数料不要！

  詳しくは裏面をご覧ください。



【JA 取次】 協住フラット 35（機構買取型） 商品概要  

項 目 内             容 

ご利用いただける方 

次のすべての要件を満たす方 

・ お申込日現在の年齢が 70 歳未満かつ完済時の年齢が 80 歳未満の方で安定した収入のある方（親子リ

レー返済を利用する場合には、70 歳以上でも申込が可能です） 

・ 日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方 

・ 年収に占める住宅ローン及びその他すべてのお借入金にかかる年間返済額割合が下表の基準以下であ

る方 

年収 年間返済額割合 

400 万円未満 30% 

400 万円以上 35% 

＊同居する直系親族、配偶者、婚約者または内縁関係にある方の収入合算が可能。 

お使いみち 

お申込ご本人もしくはご親族がお住まいになるための住宅建築資金、住宅購入資金 

★住宅建築（購入）資金に、適合証明検査費用等の諸費用を含めることができる場合があります。 
★店舗・事務所との併用住宅でもご融資の対象になる場合があります。 
★セカンドハウス、リフォームのための資金およびローンの借換えにはご利用いただけません。 
★土地区画整理事業における保留地はお取扱いしておりません。 

ご融資金額 100 万円以上 8,000 万円以下（1 万円単位）で、建築（購入）資金の 100%以内 

ご融資期間 

次のいずれか短い方であること 

① 15 年以上 35 年以内（180 回～420 回）、ただしお申込時 60 歳以上の方の場合は 10 年以上（120 回以上） 

②  完済時の年齢が 80 歳となるまでの年数 

住宅の要件 

・ 建築費（建築に付随して取得した土地の購入費も含む）、購入費が 1 億円以下 

・ 住宅の床面積が、一戸建て住宅の場合：70 ㎡以上、共同住宅の場合：30 ㎡以上 

・ 住宅金融支援機構が定める一定の基準を満たす住宅 

★検査機関による適合証明書の交付を受ける必要があります。 

ご融資実行日 毎月 20 日～月末の毎営業日 

ご返済方法 
・「元利均等返済毎月払い」または「元金均等返済毎月払い」からお選びいただけます。 

・ 6 か月毎のボーナス返済（ご融資金額の 40％以内）もご利用可能です。 

担保 
ご融資対象となる住宅及びその敷地に住宅金融支援機構を抵当権者とする第 1 順位の抵当権を設定させ

ていただきます 

保証人 不要です 

保証料・繰上返済手数料 不要です 

貸付手数料 
A タイプ：ご融資金額の 2.10%（税込） 

B タイプ：52,500 円（税込）       ★貸付手数料は融資実行時に徴収させていただきます。 

工事検査手数料 工事検査手数料はお申込本人のご負担となります。（手数料は検査機関により異なります） 

団体信用生命保険 

原則「機構団信」にご加入いただきます。（三大疾病保障付も選択いただけます） 

★団信に加入されない（できない）場合は窓口までご相談ください。 

★団信特約料はお申込者の負担となります（年払） 

火災共済（保険） 

・敷地に抵当権を設定する場合は，担保となる建物に対し火災保険を付保していただきます。（当初の保険

期間は任意）。 

・借地等の場合で敷地に抵当権を設定しない場合は、「融資期間＋１年」以上の期間（長期一括払い）で付

保いただき質権を設定させていただきます。 

繰上返済にあたって 繰上返済の際の手数料は不要です。 

遅延損害金 年 14.5％ 

｢協住フラット 20｣ 

 

・「協住フラット 20」はお借入期間が 20 年以下の場合に、お借入期間 21 年以上の場合よりも低い融資金利

が適用される「協住フラット 35」のご利用プランの一つです。融資金利以外の融資条件は「協住フラット

35」と同様です。 

・お申込後にお借入期間を 21 年以上に変更された場合は「協住フラット 35」の融資金利が適用されます。 

・「協住フラット 20」でお借入の方は、20 年を超える返済期間への延長は原則できません。 

・「協住フラット 20」と「協住フラット 35」を同金額でお借入の場合、「協住フラット 20」のほうが総返済額が少

なくなりますが、月々の返済金額は多くなりますのでご留意ください。 

 

 

・ 本商品は、ＪＡが窓口となり協同住宅ローン㈱が貸付を行う、住宅金融支援機構の証券化支援事業を活用した住宅ローンです。ご融資実行と同時に機構へ住宅ローン債

権が譲渡され、機構は譲り受けた債権を信託しますが、ご返済等のお手続きについては、機構から委託を受けた協同住宅ローン㈱がお取扱いいたします。なお、ご融資したロ

ーン金利や返済期間などの融資条件が変わることはありません。 

・ ご利用にあたって／住宅金融支援機構の買取条件への適合の他、協同住宅ローン㈱で行う審査の結果、ご希望に添えない場合がございますのであらかじめご了承くださ

い。 

[登録番号] 関東財務局長(２)第 01395 号 
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